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3. その他の被害想定 

(17)火山噴火・異常気象時の被害想定事例(富士山の火山防災対策64より) 

「富士山の火山防災対策」の被害想定において、火山噴火によるライフラインに

関する 2 次被害の被害連鎖が表 32 に示されていた。  

表 32 は、火山噴火・異常気象を対象とする被害想定であるが、ライフラインに

関する項目 (停電・断水・交通傷害 )については、地震・津波発生時でも同様な被害

が想定できる  

本検討では、表 32 より地震・津波でも想定されるライフラインに関する被害項

目を抽出し表 33 に示した。  

 

表 32 火山噴火・異常現象による二次的な被害の連鎖表  

 
http://www.bousai.go.jp/fujisan/h_map/kentou/katsuyou/002/siryou/ より抜粋  
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表 33 ライフラインに関する被害想定  

(表 32 より地震・津波被害で起こり得る被害連鎖のみを抽出 ) 

障害  要因  波及  

停電  電 力 拠 点 施 設 被 害 、 電

線短絡・トリップ  

上水送水機能喪失 (自家発電切り替え、給水

力 低 下 ・ 停 止 )、 電 気 医 療 機 器 使 用 不 能 (自

家発電切り替え、医療機能低下、後方搬送 )、

企業活動停止、避難行動支障 (夜間 ) 

電線破断夜間照明損失 (⇒不安、対策効率低

下 ) 

信号機能停止 (⇒道路交通障害 ) 

鉄道送電停止 (鉄道運転停止 ) 

空調機能喪失 (⇒避難場所・住環境悪化 ) 

Ｔ Ｖ ・ 電 話 ・ Ｐ Ｃ ほ か 情 報 通 信 機 器 機 能 喪

失 (⇒対策効率低下 ) 

断水  送 水 管 破 断 、 上 水 拠 点

施 設 被 害 、 水 質 悪 化 、

停 電 、 事 業 者 従 業 員 不

在  

医 療 機 能 低 下 (特 に 透 析 )、 飲 食 機 能 支 障 、

対 策 (消 火 な ど )用 散 水 不 足 、 大 量 水 消 費 企

業の停止、農業水利不足  

生活用水不足 (⇒避難場所・住環境悪化 ) 

交通傷害  交通構造物損壊、浸水、

事故の多発  

対策効率低下、避難行動支障、救援不能  

流通支障 (⇒飲食機能支障、医療機能支障、

対 策 効 率 低 下 、 企 業 活 動 停 止 、 燃 料 不 足 、

広域的経済停滞、インフレ ) 

情報通信機

能低下  

停電、交通障害、デマ・

誤報、要員不足  

対策効率低下、不安・パニック  

住 環 境 不

足・悪化  

建 物 損 壊 ・ 埋 没 、 飲 食

機 能 停 止 、 断 水 、 警 戒

区域設定、停電  

飲 食 量 供 給 (交 通 機 能 支 障 に よ り 困 難 )、 疎

開 、 修 理 、 健 康 被 害 、 応 急 仮 設 住 宅 、 借 金

増 大 、 精 神 的 ダ メ ー ジ 、 孤 独 死 、 生 活 意 欲

の喪失  

避難場所確保 (⇒教育機能支障 ) 

医療機能支

障  

停 電 、 医 療 機 器 損 失 、

避 難 区 域 の 設 定 、 患 者

増大、断水、交通支障

死 傷 者 増 大 、 後 方 搬 送 需 要 増 大 、 病 状 の 悪

化  

対策効率低

下  

停 電 、 交 通 支 障 、 要 員

不足、信号停止  

死傷者増大、病状の悪化  

復旧遅れ (⇒飲食機能支障、医療機能支障、

対 策 効 率 低 下 、 企 業 活 動 停 止 、 燃 料 不 足 、

広域的経済停滞、インフレ ) 

企業活動停

止  

粉塵、避難、交通支障、

埋 没 、 機 器 損 傷 、 可 動

従業員不足  

倒 産 、 生 活 困 難 、 経 済 悪 化 、 復 興 停 滞 、 経

済損失  

飲食機能支

障  

停 電 、 断 水 、 ガ ス 供 給

不 能 、 交 通 支 障 、 流 通

停滞、避難  

健康被害、住環境悪化、救援策  

清掃・衛生

機能支障  

灰 、 滞 水 、 呼 吸 系 へ の

負 担 、 粉 塵 、 洪 水 、 下

水つまり、避難生活  

健康被害、要員確保  

経済停滞  交 通 障 害 、 企 業 活 動 停

止 、 農 業 被 害 、 停 電 、

断水  

生 産 力 の 低 下 、 謝 金 の 増 大 、 生 活 水 準 の 低

下  
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(18)停電に関する事項(ﾌｫｰﾗﾑ・ｴﾈﾙｷﾞｰを考えるより) 

停電による被害想定「広域停電が消費者に与える影響調査（ 65」の中で、停電時の

直接影響 (下図で青色の枠部分 )、間接影響 (下図で黄色及び緑色の部分 )が表 34 に示

されていた。表 34 は、平常時に停電のみが起こった場合の被害想定であるが、地

震・津波時の電力被害でも同様な事象が想定できる。  

本検討では、表 34 より地震・津波でも想定されるライフラインに関する被害項

目を抽出し表 35 に示した。  

表 34 広域・長時間停電により影響を受ける項目  

(広域停電が消費者に与える影響調査報告書 ﾌｫｰﾗﾑ・ｴﾈﾙｷﾞｰを考えるより抜粋 ) 

 
 

表 35 停電による被害連鎖  

(表 34 より地震・津波被害で起こり得る被害連鎖のみを抽出 ) 

  波及  

停
電 

地

震
・
津
波 

(被害の少ない建物＝住宅 ) 

上水送水機能喪失  ⇒住宅機能支障  

家庭内の食品が痛む  ⇒飲食機能支障・医療衛生機能支障  

(病院＝医療 ) 

電気医 療機器使用 不能 (自家発電切り替 え (４～９ 時間 )、医療機

能低下、後方搬送 ) 

(都市ガス ) 

企業活動停止、避難行動支障 (夜間 ) 

電線破断夜間照明損失 (⇒不安、対策効率低下 ) 

信号機能停止 (⇒道路交通障害 ) 

鉄道送電停止 (鉄道運転停止 ) 

空調機能喪失 (⇒避難場所・住環境悪化 ) 

ＴＶ・電話・ＰＣほか情報通信機器機能喪失 (⇒対策効率低下 ) 
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(19) 災害ゴミに関する事項(八都県市廃棄物問題検討委員会より) 

震災時廃棄物 (災害ゴミ )適正処理に関する調査66）が、八都県市廃棄物問題委員会

により検討されている。この報告書の中で、「南関東地震」を想定し対象とし、震

災廃棄物が発生する地域を七都県市域とし、  震災廃棄物を「瓦礫等 (がれき、粗大

ごみ )」と「し尿」の２つにわけ、ケーススタディが行われている。このうち、「瓦

礫等」の処理・処分については、「仮置」、「中間処理」、「最終処分」の流れに

着目し比較検討が行われている。震災時の「瓦礫等 (がれき、粗大ごみ )」は通常の

廃棄物と異なり一度に大量に発生する。従って廃棄物処理も通常と異なり、「仮置」

という一時的に「瓦礫等」を溜めておく保管場所の想定が必要となる。表 36 は、

八都県市廃棄物問題委員会での「仮置場所」について各県の設置要項の比較である。  

表 36 仮置場の考え方  

 東京都   神奈川県  埼玉県  

設

置

目

的  

輸 送 効 率 を 高 め る た め

の積み替え基地   

中 間 処 理 施 設 及 び 再 利

用 施 設 が 円 滑 に 機 能 す

る ま で の 暫 定 的 な 貯 留

地として使用  

仮保管  一 時 に 大 量 に 発 生 す る 災

害廃棄物、震災による交通

分断への対応   

復旧・復興計画に基づく解

体・撤去の速度と処理速度

のタイムラグを吸収  

緊

急

時

指

定

方

法  

発災後速やかに「緊急道

路啓開瓦礫」を搬入させ

るため、第一仮置場用地

を指定   

その後、貯留施設として

の 第 三 仮 置 場 用 地 を 指

定し、また解体・撤去開

始 ま で に 第 二 仮 置 場 用

地を指定  

－  －  

仮

置

場

算

出

手

法  

 推 計発 生量 (容 量 )=推計 発生 量

(重量 )÷比重  

必 要 面 積 =[1]÷積 上 高 ÷有 効

保管面積率×仮保管率   

仮 置 場 面 積 =災 害 廃 棄 物 量

×災 害 廃 棄 物 必 要 面 積 原

単 位 (0.5)+ 震 災 で 発 生 す

る 粗 大 ご み 量 ×一 般 廃 棄

物必要面積原単位 (0.57) 

候

補

地

選

定

方

法  

第 一 仮 置 場 ： 最 低 1ha規

模のものを、おおよそ各

区に 1～ 2箇所設置   

第二仮置：場避難場所等

と し て 利 用 し て い た オ

ー プ ン ス ペ ー ス を 転 用

し て 設 置 。 最 低 1ha以 上

のもの   

第三仮置場：大規模なも

の  

災害廃棄物の推計発生量、解体

撤去作業の進行、施設の処理能

力等を勘案して、十分な容量を

持つ場所   

災 害 廃 棄 物 の 発 生 状 況 と そ の

効率的な搬入ルートを想定し、

複数の場所を選定   

ア ク セ ル 道 路 (搬 入 路 )の 幅 員

を考慮   

処 理 施 設 等 へ の 効 率 的 な 搬 入

ルートを考慮   

搬入時の交通、仮保管場所での

中間処理作業による周辺住民、

環境影響が少ない場所  

 

 

被 災 地 付 近 に 仮 置 場 を 確

保することが必要   

あ る 程 度 ま と ま っ た 面 積

が必要   

搬 入 路 が 整 備 さ れ て い る

こと   

周辺環境の保全に配慮  
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そ

の

他  

仮置場の種類  

第一仮置場：輸送効率を

高 め る た め の 積 み 替 え

基 地 (設 置当 初 は 道 路啓

開用 ) 

第ニ仮置場：輸送効率を

高 め る た め の 積 み 替 え

基地   

第三仮置場：中間処理施

設 及 び 再 利 用 施 設 が 円

滑 に 機 能 す る ま で の 暫

定的な貯留施設  

 

－  所 在 地 が 確 認 で き る よ う

に、予め地図等の準備が必

要   

自 区 内 地 域 (市 町 村 )の 仮

置場だけでなく、広域仮置

場 (県 内 )計 画 を 策 定 す る

ことが必要   

市 町 村 別 に 必 要 な 仮 置 場

の面積を算出している。こ

れ に 基 づ き 、 平 成 8年 現 在

で 以 下 の よ う な 場 所 を 候

補 地 と し て 事 前 に 確 保 し

ている。  

処理施設用地、建設予定地

運 動 場、 広場  、市 街化 調

整区域   

河 川 敷、 山林  、運 動場 、

広場   

農地、水田   

※ 震災廃棄物の適正処理に関する調査報告書  

※ (http://www.8tokenshi.jp/data/1111_07_00.html)より  
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表 37 仮置場の考え方  

 横浜市  川崎市  

設置目的  発 災 時 の 速 や か な 災

害 廃 棄 物 の 解 体 ・ 撤

去・処理・処分  

 

－  

緊 急 時 指

定方法  

災 害 廃 棄 物 の 適 正 な

処 理 を 行 う た め に 臨

時 の 組 織 と し て 災 害

廃 棄 物 対 策 室 (仮 称 )

を 設 置 し 、 緊 急 輸 送

路 を 確 保 す る た め の

道 路 啓 開 に 伴 う ス ト

ッ ク ヤ ー ド の 確 保 を

行う  

－  

仮 置 場 算

出手法  

  

候 補 地 選

定方法  

搬 入 ・ 搬 出 路 の 幅 員

は 6.5m以上   

重 機 な ど の 設 置 ス ペ

ー ス が 確 保 で き る こ

と   

破 砕 、 分 別 作 業 ス ペ

ースを十分にとる   

搬 入 廃 棄 物 、 処 理 後

廃 棄 物 の 保 管 ス ペ ー

スを十分にとる   

2 次 災 害 の お そ れ の

ない場所   

その他  

－  

その他  ス ト ッ ク ヤ ー ド の 種

類   

中 小 規 模 の ス ト ッ ク

ヤ ー ド ： 一 時 保 管 及

び 分 別 作 業 を 行 う 場

所    

大 規 模 ス ト ッ ク ヤ ー

ド ： 都 心 部 の 災 害 廃

棄 物 の 長 期 に わ た る

保 管 、 市 域 全 体 の 調

整 等 に 使 用 す る 他 、

復 興 資 材 や 埋 め 立 て

用 材 と し て 活 用 す る

コ ン ク リ ー ト が ら 等

の 保 管 及 び 可 燃 性 廃

棄 物 の 処 理 施 設 等 に

使用するための場所  

 

以 下 の 事 項 を 取 り ま と

めている。  

仮 保 管 場 所 の 開 設 準

備：受入時間、受入基準、

受 入 区 画 と 使 用 順 序 を

示す文書、場内ルート及

び 仮 保 管 場 所 周 辺 の 搬

入 ル ー ト を 示 す 地 図 を

作成し、解体撤去事務担

当の発注・作業係に提出

し、解体業者、運搬業者

へ周知する  等   

仮 保 管 場 所 へ の 搬 入 作

業の管理・指導：入口で、

搬 入 券 及 び 搬 入 物 の 確

認を行う  等   

仮 保 管 場 所 の 運 用 計

画：災害廃棄物の積み上

げ高さを 5㍍以下とする

等   

再 生 利 用 ・ 再 資 源 化 施

設、処理施設、処分場へ

の搬出  

※ 震災廃棄物の適正処理に関する調査報告書  

(http://www.8tokenshi.jp/data/1111_07_00.html)より  


